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共有者の共|可訴訟の必要性とjli行者の訴権の保障（鶴
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
と
共
有
者
の
訴
権
の
保
障

『
川
越
の
所
在

１
災
右
側
係
の
対
外
的
主
張
に
お
け
る
災
打
朴
の
共
同
鯨
訟
の
必
要
性

２
本
稿
の
課
題
を
論
じ
る
必
要
性

３
考
察
の
視
点

二
従
来
の
学
説
の
検
討

ｌ
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
各
共
同
権
利
者
の
単
独
訴
訟
を
適
法
と
す
る
方
法

２
選
定
当
酬
者
に
よ
る
方
法

３
提
訴
拒
絶
新
に
対
す
る
訴
訟
呰
知
を
他
の
符
に
よ
る
脈
え
の
適
法
饗
件
と
す
る
力
法

４
徒
脈
枢
絶
者
に
対
す
る
共
同
捉
沸
の
仙
貯
を
他
の
街
に
よ
る
鮴
え
の
適
法
喫
件
と
す
る
〃
法

５
－
人
の
訴
え
を
氏
珊
訴
訟
法
四
○
条
の
「
全
、
の
利
統
」
と
な
る
脈
訟
行
為
に
含
め
る
〃
法

６
提
訴
拒
絶
者
を
被
告
と
す
る
方
法

三
私

見

１
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
示
唆

２
日
本
法
に
お
け
る
解
釈
論

四
お
わ
り
に

鶴
田

七
八
一

滋

(法雑'09）５５－３．４－１１５



論 説

１
共
有
関
係
の
対
外
的
主
張
に
お
け
る
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性

共
有
者
が
第
三
者
に
対
し
て
共
有
権
ま
た
は
共
有
関
係
を
主
張
す
る
場
合
に
、
共
有
者
が
共
同
し
て
原
告
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
訴
え
が

不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
、
共
有
者
全
員
を
原
告
と
す
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
は
、
い
か
な
る
ケ
ー
ス
に
お

（
１
）

い
て
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
存
在
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
且
（
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

【
例
１
］
Ｘ
Ｙ
Ｚ
の
共
有
す
る
土
地
の
共
有
権
の
確
認
訴
訟
を
Ａ
を
被
告
と
し
て
提
起
す
る
場
合
。

【
例
２
】
Ｘ
Ｙ
Ｚ
の
共
有
す
る
土
地
上
に
Ａ
が
不
法
に
小
屋
を
建
築
し
た
場
合
。

【
例
３
］
Ｘ
Ｙ
Ｚ
の
共
有
す
る
土
地
を
Ａ
が
不
法
に
囲
っ
て
占
拠
し
た
場
合
。

【
例
４
］
Ｘ
Ｙ
Ｚ
が
共
同
し
て
、
Ａ
か
ら
Ａ
所
有
の
土
地
を
購
入
し
て
、
そ
の
引
渡
を
求
め
る
場
合
。

共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
判
断
基
準
に
関
す
る
本
来
の
実
体
法
説
、
す
な
わ
ち
、
共
有
者
に
よ
る
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
判
断

（
２
）

基
準
を
係
争
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
実
体
法
上
の
処
分
権
能
に
求
め
る
私
見
に
よ
れ
ば
、
【
例
１
】
～
【
例
３
】
は
、
い
ず
れ
も
、
Ｘ
Ｙ
Ｚ

が
共
同
で
原
告
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず

れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
各
共
有
者
は
、
共
有
権
、
も
し
く
は
、
共
有
者
全
員
の
共
有
権
ま
た
は
持
分
権
に
基
づ
く
請
求
権
を
単
独
で
処

分
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
［
例
４
］
で
は
、
債
権
的
請
求
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
Ａ
に
対
す
る
給
付
が
不

可
分
給
付
に
あ
た
る
な
ら
ば
、
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
が
各
自
で
民
法
四
二
七
条
の
不
可
分
債
権
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
全
員
の
た
め
に
自
己
へ
の

引
渡
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
民
法
四
二
七
条
は
、
不
可
分
給
付
に
お
け
る
不
可
分
債
権
者
全
員
の
共
同
訴

訟
の
必
要
性
の
原
則
に
例
外
を
認
め
る
明
文
の
規
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
の
所
在

七
八
二
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災ｲ丁者の共同訴訟の必､奨性と共有者の訴権の保障（餌１１１）

こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
は
、
【
例
２
】
、
【
例
３
】
や
［
例
４
】
な
ど
多
く
の
事
件
に
お
い
て
、
共
有
者
の
持
分
権
や
共
有
物
の
保
存
行

（
３
）

為
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
各
共
有
者
に
よ
る
個
別
訴
訟
を
承
認
す
る
も
の
の
、
【
例
１
］
の
よ
う
な
共
有
者
が
第
三
者
を
被
鰐
口
と
す
る

（
１
）

ご
ｎ
）

共
有
椎
確
認
訴
訟
・
共
有
権
に
基
づ
く
所
有
権
移
転
登
記
請
求
訴
訟
、
お
よ
び
、
共
有
地
の
境
界
確
定
訴
訟
で
は
、
共
有
者
全
員
が
共
同

し
て
原
告
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
訴
え
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
他
、
入
会
権
者
が
原

告
と
な
る
入
会
権
（
総
有
権
）
確
認
訴
訟
や
入
会
権
に
基
づ
く
所
有
権
取
得
登
記
抹
消
請
求
訴
訟
も
、
入
会
権
を
主
張
す
る
共
同
権
利
者

（
６
）

全
員
が
共
同
し
て
原
坐
口
と
な
る
必
要
の
あ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
原
告
が
第
三
者
に
対
し
て
共
有
関
係
を
主
張
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
私
見
に
よ
っ
て
も
、
判
例
に
従
っ
て
も
、

一
定
の
螂
件
で
は
、
共
有
者
全
員
が
共
同
原
告
と
な
ら
な
け
れ
ば
訴
え
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
と
い
う
規
律
が
妥
当
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
原
告
側
の
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
共
同
原
告
と
な
る
べ
き
者
の
一
部
が
、
所
在
不
明
で

あ
っ
た
り
、
共
同
の
訴
え
を
拒
絶
し
た
り
す
る
と
、
他
の
者
は
適
法
な
訴
え
を
提
起
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
者
に

本
業
判
決
を
受
け
る
権
利
を
奪
う
こ
と
に
な
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憩
法
一
二
二
条
）
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
に
関
わ
る
重
大
な
問
題

（
『
Ｉ
）

で
あ
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
日
本
の
お
け
る
洲
学
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
原
告

側
の
共
同
訴
訟
人
の
共
同
訴
訟
を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
共
同
原
告
と
な
る
べ
き
者
の
一
部
が
提
訴
を
拒
絶
す
る
場
合
に
生
じ
る

不
都
合
を
解
消
す
る
た
め
の
日
本
法
に
お
け
る
解
釈
論
を
提
示
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

七
八
三
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論 説

次
に
、
た
と
え
ば
、
入
会
権
確
認
訴
訟
や
共
有
者
を
原
告
と
す
る
土
地
境
界
確
定
訴
訟
な
ど
の
よ
う
に
、
判
例
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
共

同
所
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
な
場
合
に
お
け
る
各
共
同
所
有
者
の
訴
権
の
保
障
を
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
事
件
に
お
い
て
も
、
判
例
・

実
務
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
の
方
法
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
共
同
原
告
と
な
る
べ
き
者
の
一
部
が
不
在
の
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
管
理
人
を
選
任
し
、
財
産
管
理
人
が
共
同
原
告
と
し
て

（
９
）

加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
解
釈
》
耐
が
、
す
で
に
最
高
裁
調
査
官
の
判
例
解
説
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
原

告
と
な
る
べ
き
者
の
一
部
が
不
在
の
場
合
に
は
、
こ
の
方
法
に
よ
り
問
題
が
解
消
さ
れ
る
と
言
え
る
。

２
本
稿
の
課
題
を
論
じ
る
必
要
性

⑪
判
例
・
実
務
に
よ
る
問
題
の
解
消
？

も
っ
と
も
、
筆
者
が
冒
頭
に
提
示
し
た
問
題
点
は
、
も
ち
ろ
ん
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
・
実

務
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
の
様
々
な
試
み
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
現
在
の
最
高
裁
判
例
の
到
達
点
を
前
提
と
す
る
と
、
最
も
個
人
主
義
的
な
共
有
の
対
外
的
主
張
の
ケ
ー
ス
で
は
、
共
有
者
の
共

同
訴
訟
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
共
有
者
の
訴
権
の
保
障
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
必
要
性
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
考
え
も
成
り
立
ち
う

る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
多
く
の
事
例
に
お
い
て
、
持
分
権
や
保
存
行
為
な
ど
を
根
拠
に
、
各
共
有
者
に
よ
る
共

有
物
全
体
の
給
付
請
求
権
の
主
張
を
承
認
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
、
最
高
裁
調
査
官
の
解
説
に
よ
る
と
、
最
高
裁
は
、
共
有
権
確
認
訴
訟

や
共
有
権
に
基
づ
く
所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
訴
訟
に
お
い
て
も
、
共
有
者
全
員
が
共
同
原
告
と
な
っ
た
場
合
に
の
み
、
合
一
確
定
を

は
か
る
た
め
に
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
し
、
共
有
者
全
員
が
原
告
に
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
持
分
権
に
基
づ
く
請
求
と
解
す
れ
ば

目
的
が
達
せ
さ
れ
る
の
で
、
実
務
上
あ
え
て
共
有
権
に
基
づ
く
請
求
と
構
成
し
た
う
え
で
訴
え
を
却
下
す
る
事
態
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な

（
８
）

い
と
考
這
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

七
八
四

法雑 '09）５５－３．４－１１８



共ｲj荷の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障（剛 ）

論
が
考
え
ら
れ
る
。

②
問
題
解
決
の
不
十
分
性

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
実
務
の
試
み
に
よ
っ
て
も
、
共
同
所
有
者
に
よ
る
共
同
訴
訟
の
必
要
性
を
承
認
し
た
場
合
に
生
じ
る
不
都
合
を
完

全
に
解
消
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
共
有
関
係
ま
た
は
共
有
椎
の
対
外
的
主
張
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
共
有
者
全
口
が
原
告
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
持
分
椎
に
基
づ

く
諭
求
に
切
り
替
え
た
う
え
で
、
原
告
に
な
っ
た
共
有
者
の
み
に
よ
る
訴
訟
追
行
を
認
め
れ
ば
よ
い
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
次
の
反

第
二
に
、
共
同
原
告
と
な
る
べ
き
者
の
一
部
が
共
同
の
訴
え
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
不
都
合
を
解
消
す
る
方
法
も
、
判
例
に

よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
入
会
団
体
の
よ
う
に
、
共
同
所
有
者
全
員
の
榊
成
す
る
団
体
が
、
権
利
能
力
な
き
社

団
を
榊
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
社
団
に
当
事
者
能
力
お
よ
び
当
事
者
適
格
（
す
な
わ
ち
共
同
所
有
者
全
貝
の
た
め
の
詠
訟
担
当
資
格
）
を
付

（
卯
）

与
す
る
こ
と
が
、
股
高
裁
の
判
例
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
の
別
の
判
例
は
、
共
有
者
が
原
生
ロ
と
な
っ
て
提
起
す
る
共
有
地
と

隣
接
地
と
の
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
は
、
提
訴
を
拒
絶
す
る
共
有
者
と
相
手
方
を
被
告
と
し
て
、
他
の
共
有
者
が
境
界
確
定
の
訴
え
を

｛
Ⅲ
｝

提
起
で
き
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
岐
近
に
な
っ
て
判
例
は
、
入
会
権
確
認
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
入
へ
蓉
集
団
の
一
部
の
櫛
成
瓜
が
、
訴
え

の
提
起
に
同
調
し
な
い
榊
成
貝
を
被
告
に
加
え
て
櫛
成
且
全
日
が
訴
訟
当
邪
者
と
な
る
形
式
で
第
三
者
に
対
す
る
当
該
訴
え
を
提
起
す
る

（
胆
）

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
見
解
が
登
場
す
る
原
因
は
、
判
例
が
、
持
分
権
に
雄
づ
く
請
求
と
共
有
権
に
基
づ
く
請
求
の
両
者
を
承
認
し
、
そ
の
ど
ち

ら
を
主
張
す
る
の
か
を
当
事
者
の
選
択
に
委
ね
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
二
元
説
）
。
し
か
し
、
共
有
者
全
貝
に
共

同
し
て
帰
属
す
る
共
有
権
に
基
づ
く
諭
求
に
お
い
て
は
、
共
有
者
全
貝
に
よ
る
共
同
訴
訟
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
共
有
権
に
雛
づ
く
請
求

七
八
五
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論 説

に
お
け
る
共
有
権
（
に
雑
づ
く
請
求
権
）
の
存
否
に
つ
い
て
の
既
判
力
は
共
有
者
全
員
に
対
し
て
及
ぶ
の
に
対
し
て
、
持
分
椎
は
各
共
有
者

に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
仮
に
提
訴
し
た
共
有
者
の
み
が
自
ら
の
持
分
権
に
基
づ
く
請
求
を
し
た
と
し
て
も
、
提
訴
し
て
い
な
い

共
有
者
の
持
分
権
Ｅ
基
づ
く
論
求
椛
）
の
存
否
は
既
判
力
に
よ
り
確
定
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
複
数
の
共
有
者
に
よ
る
持
分
椎
に

基
づ
く
請
求
は
、
通
常
共
同
訴
訟
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
裁
判
所
は
各
共
有
者
の
請
求
に
つ
い
て
弁
論
を
分
離
し
て
審
判
す
る
こ
と
も

許
さ
れ
る
し
、
各
共
有
者
の
請
求
に
対
す
る
判
決
内
容
を
区
々
に
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
有
権
に
基
づ

く
訴
訟
と
持
分
椎
に
基
づ
く
訴
訟
の
取
り
扱
い
が
大
き
く
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
、
共
有
権
に
基
づ
く
請
求
を
望
む
共
有

者
に
対
し
て
、
共
有
者
全
員
が
原
告
と
し
て
揃
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
持
分
権
に
基
づ
く
請
求
に
変
更
す
る
よ
う
釈
明
権
を
行
使

す
れ
ば
実
務
上
の
不
都
合
は
生
じ
な
い
と
評
価
す
る
の
は
、
当
事
者
の
意
向
を
無
視
し
た
便
宜
論
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
当
事
者

が
、
共
有
権
に
基
づ
く
請
求
を
特
定
し
て
争
訟
の
包
括
的
・
終
局
的
解
決
を
望
む
以
上
、
こ
の
意
向
に
沿
い
、
共
有
権
に
基
づ
く
請
求
を

特
定
さ
せ
た
上
で
そ
の
訴
え
を
却
下
に
追
い
込
ま
な
い
方
法
を
探
る
の
が
本
筋
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
入
会
団
体
に
総
有
権
確
認
訴
訟
の
当
事
者
能
力
・
当
事
者
適
格
を
認
め
る
判
例
法
理
は
、
学
説
に
よ
り
、
実
践
的
に
は
妥
当
な

（
田
）

解
決
を
与
え
る
が
理
論
的
に
は
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
判
例
法
理
を
、
社
団
を
形
成
す
る
こ
と
で
き
な

い
よ
う
な
入
会
権
の
場
合
や
、
典
型
的
な
共
有
の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
共
有
者
を
原
告
と
す
る
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
提
訴
拒
絶
者
を
被
告
と
す
る
措
置
を
承
認
す
る
判
例
は
、
境
界
確
定
訴
訟

〈
Ｍ
）

の
実
質
的
非
訟
性
を
根
拠
に
当
該
訴
訟
に
限
定
し
て
承
認
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
非
同
調
者
を
被
生
ロ
と
し
て
入
会
椎
確
認

訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
し
た
最
近
の
判
例
に
は
、
前
述
の
境
界
確
定
訴
訟
の
判
例
の
よ
う
な
限
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
判
例

は
、
入
会
権
者
の
一
部
に
よ
る
第
三
者
へ
の
持
分
譲
渡
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
こ
の
判
例
の
及
ぶ
射
程
が
問
題
と
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
判
例
は
、
提
訴
拒
絶
者
を
被
告
に
す
る
措
置
を
認
め
る
理
由
と
し
て
、
「
入
会
権
の
存
在
を
主
張
す
る
構
成
員
の
訴
権
は
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保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
と
、
「
こ
の
よ
う
な
訴
え
を
認
め
て
、
判
決
の
効
力
を
入
会
集
団
の
構
成
員
全
員
に
及
ぼ
し
て
も
、

構
成
員
全
員
が
訴
訟
の
当
事
者
と
し
て
関
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
櫛
成
員
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
に
過
ぎ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
、
従
来
の
判
例
に
お
け
る
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
根
拠
で
あ
る
係
争
権
利
関
係
に
つ
い
て
の

実
体
法
上
の
管
理
処
分
権
の
共
同
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
提
訴
拒
絶
者
を
被
告
に
す
る
場
合
の
訴
訟
の
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も

の
に
な
る
の
か
（
た
と
え
ば
三
面
訴
訟
に
な
る
の
か
）
、
こ
の
判
例
の
射
程
は
共
有
権
確
認
訴
訟
や
共
有
権
に
基
づ
く
所
有
権
移
転
登
記
手
続

（
旧
）

請
求
訴
訟
に
も
及
ぶ
の
か
な
ど
、
こ
の
判
例
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
が
数
多
く
存
在
す
る
よ
》
７
に
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
判
例
が
登
場
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
共
同
所
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
原
則
に
よ
り
生
じ
る
不
都
合
が
完
全
に
解

消
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
従
来
、
判
例
は
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
範
囲
を
縮
小
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
の
最
高
裁
判
例
は
、

共
有
者
間
の
内
部
紛
争
で
は
あ
る
が
、
遺
産
確
認
の
訴
え
や
相
続
権
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
、
合
一
確
定
の
必
要
性
か
ら
、
共
有
者
全
員

〈
肥
）

を
当
事
者
と
す
べ
き
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
共
有
関
係
の
対
外
的
主
張
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
今
後

（
Ⅳ
）

様
々
な
理
由
か
ら
、
共
有
者
全
員
を
共
同
原
生
□
と
す
べ
き
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
す
べ
き
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
に
備
え
て
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
生
じ
る
不
都
合
を
解
消
す
る
た
め
の
方
法
を
探
求
す
る
必
要
性
は
あ
る
と
恩

以
上
の
理
由
か
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
、
原
告
側
の
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
提
訴
拒
絶
者
が
い
る
場
合
の
不
都
合
を
解
消

す
る
方
法
を
検
討
す
る
必
要
性
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

わ
れ
る
。
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論
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
原
告
榊

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

説
３
考
察
の
視
点

（
鋤
）

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

平
成
八
年
の
現
行
民
事
訴
訟
法
改
正
の
際
に
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
問
題
を
解
消
す
る
た
め
の
立
法
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
参
加
命
令
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
「
複
数
の
者
が
共
同
所
有
関
係
に
あ
る
た
め
に
原
告
側
が
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と

な
る
場
合
に
お
い
て
、
共
同
原
告
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
一
部
の
者
が
訴
え
の
提
起
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
参
加
命
令
を

（
肥
）

発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
余
の
者
が
訴
軍
え
を
提
起
で
き
る
も
の
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
提
訴
拒
絶
者
が
た
と
え
ば
全
体
の

四
分
の
一
未
満
の
場
合
に
は
参
加
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
提
訴
拒
絶
者
が
訴
訟
参
加
し
な
く
と
も
、
当
該
訴
訟
の
判
決
の
効
力

し
か
し
、
こ
の
立
法
提
案
は
、
「
参
加
命
令
を
出
し
て
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
者
を
原
告
に
加
え
な
い
ま
ま
、
訴
え
提
起
の
意
思
の

あ
る
者
だ
け
で
訴
訟
が
で
き
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
者
だ
け
で
は
、
実
体
法
上
の
処
分
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

（
別
）

か
」
と
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
た
め
に
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
平
成
八
年
民
事
訴
訟
法
の
立
法
担
当
者
は
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
根
拠
を
実
体
法
上
の
処
分
権
能
と
見
た

う
え
で
、
参
加
命
令
に
よ
り
提
訴
拒
絶
者
の
実
体
法
上
の
処
分
権
能
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
参
加
命

四
分
の
一
未
満
の
場
合
に
は
参
加
〈（
⑬
）

が
そ
の
者
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
提
案
の
意
図
は
、
「
多
数
の
者
に
よ
っ
て
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
現
実
に
参
加
命
令
を
受
け
て
も
、
な
お
提
訴
を
拒
絶
す
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
共
同
所
有
物
に
つ
い
て
の
処
分
権
を
現
実
に
訴
訟
追
行
し
て
い
る
多
数
者
に
任
せ
た
も
の
と
み
な
」
す
こ
と
に

も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
数
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
兼
者
が
、
ど

よ
う
な
視
点
か
ら
、
原
告
側
の
共
同
訴
訟
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
け
る
提
訴
拒
絶
者
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
新
た
に
論
じ
る
の
か
に
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令
の
制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
行
民
事
訴
訟
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
提
訴
拒
絶
者
が
い
る
場
合
の
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
不
都
合
を
解
消

す
る
た
め
の
方
法
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
立
法
担
当
者
の
前
述
の
疑
念
を
解
消
す
る
た
め
の
根
拠
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
提
訴
拒
絶
者
以
外
の
共
有
者
に
よ
る
訴
え
を
適
法
に
す
る
に
は
、
提
訴
拒
絶
者
の
訴
訟
追
行
権
の
基
礎
で
あ
る
係
争
権

利
関
係
に
つ
い
て
の
実
体
法
上
の
処
分
権
能
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
視
点
は
、
参
紬

さ
ら
に
、
以
上
の
視
点
は
、
参
加
命
令
に
関
す
る
平
成
八
年
民
事
訴
訟
法
の
立
法
担
当
者
の
見
解
に
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
明
治
二

三
年
に
成
立
し
た
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
、
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
判
断
基
準
に
関
す
る
起
草
趣
旨
に
も
合
致
す
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま

で
、
共
有
関
係
の
対
外
的
主
張
の
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
、
共
有
者
が
第
三
者
に
対
し
て
共
有
物
全
体
の
給
付
請
求
権
を
訴
訟
上
主
張
し
た

り
、
共
有
者
全
員
に
共
同
し
て
帰
属
す
る
共
有
権
ま
た
は
共
有
関
係
の
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
に
お
け
る
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟

（
型
）

の
必
要
性
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
支
配
的
見
解
が
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
る
過
程
を
探
究
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ド
イ

ツ
で
は
、
一
九
世
紀
以
降
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
判
断
基
準
は
係
争
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
実
体
法
上
の
処
分
権
能
に
あ
る

と
理
解
さ
れ
、
こ
の
考
え
方
が
一
八
七
七
年
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
明
治
二
三
年
に
成

立
し
た
日
本
民
事
訴
訟
法
も
、
Ｃ
Ｐ
Ｏ
の
考
え
方
を
継
受
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
民
事
訴
訟
法
の
改
正
に
お
い
て
も
こ
の
起
草
趣
旨
は
変

更
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
の
起
草
時
以
降
の
立
法
担
当
者
の
考
え
方
に
従
っ
て
も
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の

根
拠
は
、
係
争
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
実
体
法
上
の
処
分
権
能
に
あ
る
た
め
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
の
原
則
に
例
外
を
認
め
る

た
め
に
は
、
提
訴
拒
絶
者
の
係
争
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
実
体
法
上
の
処
分
権
能
を
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
剥
奪
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
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込
細

説
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
本
稿
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
課
題
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
従
来
の
学
説
が
、
提
訴
拒
絶
者
の
訴

訟
追
行
権
の
基
礎
で
あ
る
係
争
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
実
体
法
上
の
処
分
椛
能
を
剥
奪
す
る
た
め
の
根
拠
や
要
件
に
ど
の
穏
度
目
を
配
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
従
来
の
学
説
を
紹
介
・
検
討
し
（
ョ
）
、
さ
ら
に
そ
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
た
私
見
を
提
示
す
る
こ
と

に
す
る
（
三
）
。
最
後
に
、
本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
（
四
）
。

な
お
、
前
述
の
通
り
、
最
高
裁
判
例
に
よ
る
と
、
遺
産
確
認
訴
訟
や
相
続
権
不
存
在
確
認
訴
訟
は
共
同
相
続
人
全
員
を
当
事
者
と
す
べ

き
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
は
共
有
者
を
巡
る
紛
争
で
あ
る
が
、
共
有
者
間
の
内

部
紛
争
で
あ
り
、
共
有
者
と
第
三
者
と
の
紛
争
で
は
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
共
有
者
の
内
部
紛
争
に
お
け
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
は
、

共
有
の
対
外
的
主
張
に
お
け
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
は
異
な
る
構
造
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
遺
産

確
認
の
訴
え
や
相
続
権
不
存
在
確
認
の
訴
え
な
ど
に
お
け
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
構
造
や
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
共
有
者
の
訴
権
の

保
障
に
関
す
る
問
題
を
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
以
下
に
掲
げ
る
ケ
ー
ス
は
、
小
山
昇
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
が
私
宛
に
送
っ
て
下
さ
っ
た
二
○
○
七
年
一
月
三
一
日
付
の
手
紙
に
轡
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
小
川
教
授
か
ら
は
、
普
簡
を
通
じ
て
熾
亜
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
小
山
教
授
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
２
）
鶴
川
滋
「
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
に
側
す
る
判
例
お
よ
び
支
配
的
見
解
の
形
成
過
懸
（
三
．
完
）
」
禍
岡
大
学
法
学
論
縦
菰
一
巻
Ｔ

二
号
（
二
○
○
六
年
）
七
六
頁
以
下
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
各
共
有
者
は
第
三
者
を
被
告
と
し
て
持
分
樅
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
る
（
最
判
昭
和
四
○
年
五
月
二
○
日
民
集
一
九
巻
四
号
八
五

九
頁
）
。
各
共
有
者
は
、
第
三
者
に
対
し
て
、
所
有
椎
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
を
、
自
己
の
持
分
に
基
づ
き
共
有
物
全
体
の
保
存
行
為
と
し
て

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
妓
判
昭
和
三
一
年
五
月
一
○
日
民
集
一
○
巻
五
号
四
八
七
頁
）
。
な
お
、
最
判
平
成
一
五
年
七
月
一
一
日
民
築
五
七

巻
七
号
七
八
七
頁
も
参
照
。

（
４
）
最
判
昭
和
四
六
年
一
○
月
七
日
民
集
二
五
巻
七
号
八
八
五
頁
。

七
九
○
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共有者の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障（鶴H1）

（
８
）
小
倉
顕
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
六
年
度
」
五
九
二
頁
。

（
９
）
柴
田
保
幸
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
六
年
度
」
四
○
六
頁
。

（
、
）
最
判
平
成
六
年
五
月
三
一
日
民
集
四
八
巻
四
号
一
○
六
五
頁
。

（
Ⅱ
）
最
判
平
成
一
一
年
一
一
月
九
日
民
集
五
三
巻
八
号
一
四
一
二
頁
。

（
胆
）
股
判
平
成
二
○
年
七
月
一
七
日
民
集
六
二
巻
七
号
一
九
九
四
頁
。

（
皿
）
た
と
え
ば
、
高
橋
宏
志
「
瓦
点
講
義
民
事
訴
訟
法
上
」
（
二
○
○
五
年
、
有
斐
閣
）
一
六
四
頁
注
（
皿
）
。

（
Ｍ
）
前
掲
最
判
平
成
二
年
二
月
九
日
に
お
け
る
千
種
秀
夫
判
事
に
よ
る
補
足
意
見
を
参
照
。

（
巧
）
前
掲
最
判
平
成
二
○
年
七
月
一
七
日
の
位
置
づ
け
、
理
論
上
。
実
際
上
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
筆
者
の
一
連
の
研
究
成
果
を
基
に
、
後
述
の
視
点
か
ら
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟
を
必
要
と
す
る
事
例
に
お
い
て
生
じ

る
不
都
合
を
解
消
す
る
た
め
の
解
釈
論
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
、
前
掲
平
成
二
○
年
判
例
の
評
釈
は
行
わ
な
い
。
こ
の
点
の
検
討

は
、
別
稿
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
平
成
二
○
年
度
重
要
判
例
解
説
民
事
訴
訟
法
２
事
件
）
で
行
う
予
定
で
あ
る
。

（
旧
）
妓
判
平
成
元
年
三
月
二
八
日
民
集
四
三
巻
三
号
一
六
七
頁
、
最
判
平
成
一
六
年
七
月
六
日
民
集
五
八
巻
五
号
一
三
一
九
頁
。

（
Ⅳ
）
保
存
行
為
な
ど
を
根
拠
に
各
共
有
者
の
個
別
訴
訟
を
承
認
す
る
判
例
法
理
は
、
理
論
的
に
は
説
得
力
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
提
訴
拒
絶
者
が
い

る
場
合
に
生
じ
る
不
都
合
を
解
消
す
る
と
い
う
実
質
的
な
理
由
か
ら
承
認
さ
れ
た
と
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
（
五
十
部
豊
久
「
必
要
的
共
同

訴
訟
と
二
つ
の
紛
争
類
型
」
民
事
訴
訟
雑
誌
一
二
号
（
一
九
六
六
年
）
一
七
○
頁
）
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
有
者
の
共
同
訴
訟
は
必
要
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
規
律
に
よ
り
生
じ
る
不
都
合
を
解
消
す
る
方
法
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
も
と
も
と
理
論
上
問
題
の
あ
る
先
の

判
例
法
理
を
承
認
す
る
必
要
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
鴫
）
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
試
案
」
第
二
当
事
者
（
当
事
者
関
係
後
注
）
３
。

（
田
）
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
」
第
二
当
事
者
二
（
四
）
（
２
）
。

（
卯
）
竹
下
守
夫
ほ
か
編
集
代
表
「
研
究
会
新
民
事
訴
訟
法
」
（
一
九
九
一
年
、
有
斐
閣
）
四
七
頁
（
竹
下
守
夫
発
言
）
。

（
５
）

（
６
）

（
７
）

三
八
頁
以
下
を
参
照
。

殿
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
九
日
民
築
二
五
巻
九
号
一
四
五
七
頁
。

職
判
昭
和
四
一
年
一
一
月
二
五
日
民
集
二
○
巻
九
号
一
九
二
一
頁
。

新
堂
幸
司
「
民
事
訴
訟
法
理
論
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
」
同
『
民
事
訴
訟
制
度
の
役
割
」
（
一
九
九
三
年
〔
初
出
一
九
六
八
年
〕
、
有
斐
閣
）

七
九
一
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論 説

１
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
各
共
同
権
利
者
の
単
独
訴
訟
を
適
法
と
す
る
方
法

共
有
の
ケ
ー
ス
で
は
な
く
、
総
有
で
あ
る
入
会
権
の
ケ
ー
ス
を
念
頭
に
置
い
た
見
解
で
は
あ
る
が
、
共
同
権
利
者
全
員
の
共
同
訴
訟
を

必
要
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
入
会
権
関
係
訴
訟
を
単
独
で
し
か
提
起
で
き
な
い
特
別
の
事
情
あ
る
い
は
全
員
の
共
同
で
は
提
起

（
幻
）

で
き
な
い
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
〈
口
に
は
、
各
人
〈
蚕
権
者
に
よ
る
単
独
訴
訟
を
承
認
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
共
同
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
は
、
入
会
権
の
共
同
権
利
性
や
入
会
権
者
の
結
束
、
入
会
桃

侵
害
の
緊
急
性
の
度
合
い
な
ど
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
共
有
的
性
格
の
強
い
入
会
権
で
あ
る
場
合
、
入
会
権
者
が
訴
訟

派
と
反
訴
訟
派
に
別
れ
て
い
る
場
合
、
入
会
権
者
の
数
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
全
員
を
確
認
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
場
合
、
急〈
皿
）

い
で
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
重
大
な
損
害
が
生
じ
る
場
△
ロ
な
ど
が
、
共
同
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
に
当
た
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
結
論
は
、
「
結
局
民
法
二
五
一
条
、
二
五
二
条
等
の
合
理
的
な
解
釈
か
ら
で
て
く
る
」
と
さ
れ
る
。

な
お
、
入
会
権
者
が
共
同
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
個
別
に
訴
訟
を
追
行
し
た
入
会
権
者
の
一
部
に

（
班
）

対
す
る
判
決
の
効
力
は
、
他
の
入
〈
秀
権
者
に
と
っ
て
有
利
な
限
り
で
及
ぶ
と
す
る
。

（
皿
）
研
究
会
・
前
掲
注
（
型
四
七
頁
（
竹
下
守
夫
発
言
）
。

（
犯
）
鶴
田
滋
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
（
｜
）
～
（
三
．
完
）
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
五
一
巻
二
号
（
二
○

○
四
年
）
六
一
一
一
頁
、
三
号
九
一
頁
、
四
号
（
二
○
○
五
年
）
’
○
六
頁
、
同
「
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
に
関
す
る
現
行
ド
イ
ツ
法
の
沿
革

と
現
状
」
松
本
博
之
Ⅱ
徳
田
和
幸
責
任
編
集
「
民
事
手
続
法
研
究
創
刊
第
一
号
」
（
二
○
○
五
年
、
信
山
社
）
一
二
五
頁
、
同
「
共
有
者
の
共
同

訴
訟
の
必
要
性
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
支
配
的
見
解
の
形
成
過
程
（
１
）
Ｉ
（
３
．
完
）
」
福
岡
大
学
法
学
論
叢
五
○
巻
三
号
三
二
九
頁
、
四
号
六

五
三
頁
、
五
一
巻
一
Ⅱ
二
合
併
号
（
二
○
○
六
年
）
二
三
頁
。

二
従
来
の
学
説
の
検
討

七
九
二
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